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株主優待制度の基準日変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の臨時取締役会において、株主優待制度の基準日を変更することについて決

議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更の理由 

2026年 5月 19日発表しました「定款一部変更に関するお知らせ」のとおり、当社の決算期

（事業年度の末日）を現在の毎年 3 月 31 日から 12月 31 日へ変更することに伴い、株主優

待制度を変更するものであります。 

 

２．変更の内容 

 

【継続保有期間の数え方について】 

2026年 9月末までの保有期間は 3月末・9月末を基準日とし、2026年 12月末より変更後の 

基準日（6月末・12月末）を適用してカウントいたします。 

 

 

３．変更の時期 



2026年 12月末日の基準日より実施いたします。 

※事業年度変更に係る経過措置として、2026年度は 2026年 4月 1日から 2026年 12月 31日

までの 9か月となります。 

 

以上 


